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市制 55周年記念市勢要覧等制作及び記念映像制作業務 

公募型プロポーザル実施要領 
 
１ 目的 

  市制 55 周年の節目の年（令和７年）に向けて、「市勢要覧」「ロゴ・キャッチコピー等」「フ

ラッグ広告」「記念映像」を制作し、大府市の魅力を市内外に発信するとともに、市民の機運

を高めることを目的とする。 
 
２ 業務内容の概要 

  業務の概要は次のとおりとする。 

（１）業務名   市制 55 周年記念市勢要覧等制作及び記念映像制作業務 

（２）業務内容  別紙「市制 55 周年記念市勢要覧等制作及び記念映像制作業務仕様書」のと

おり 

（３）業務期間 

業務 期間 

①市勢要覧 

市勢要覧 

【内容：Ａ４判、全頁カラー 

36 頁、制作部数 3,500 部】 

契約日の翌日～令和７年 12 月 25 日 

ロゴ 契約日の翌日～令和６年８月 22 日 

キャッチコピー 契約日の翌日～令和６年７月５日 

記者会見等用バックパネル 契約日の翌日～令和６年８月 20 日 

フラッグ広告 

【内容：制作枚数 100 枚、JR

大府駅・共和駅に設置】 

契約日の翌日～令和７年７月 31 日 

②記念映像 
記念映像 

【内容：制作本数３本】 
契約日の翌日～令和７年 12 月 25 日 

（４）見積限度額 

   ①市制 55周年記念市勢要覧等制作委託 

     令和６年度分  2,868,000 円 

     令和７年度分  4,742,000 円 

   ②市制 55周年記念映像制作委託 

     令和６年度分  8,703,000 円 

     令和７年度分  2,079,000 円 

      ※上記金額は消費税及び地方消費税を含む。 
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※令和７年度分の見積限度額及び仕様書等で示す業務内容については、令和７年

度当初予算の議決を経て確定するものである。 

（５）選定方式  公募型プロポーザル方式 

 

３ プロポーザル方式等の採用の理由及びその導入効果 

市制周年を記念して、現在の大府市の魅力や市の歴史などを発信する市勢要覧、記念事業

に一体感を持たせるロゴ、キャッチコピー、まち全体の機運を盛り上げるフラッグ広告、市

の魅力を詰め込んだ記念映像の制作においては、企画、デザイン、編集等、専門性及び豊富

な業務経験等、高い技術力を必要とするものである。 

プロポーザル方式により、発注する業務に適した構成・デザイン、実施体制等の提案を多

角的に審査でき、最も適切な技術力、創造力、経験等を有する受託者を選定することができ

る。 

 

４ 参加資格要件等 

  参加申込者は次に掲げるプロポーザルに参加することができる要件を備えなければならな

い。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２）参加申込書の提出日において、大府市に業者登録している者であること。また、大府市

の競争入札における指名停止措置を受けていない者であること。 

（３）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされ

ていない者であること（会社の整理終結の決定がなされた場合を除く。）。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生手続き開始の申立てをして

いない者又は申立てがなされていない者であること（再生計画認可の決定がなされた場合

を除く。）。 

（５）破産法（平成 16年法律第 75号）第 18 条又は第 19 条による破産手続き開始の申立て（同

法附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃

止前の破産法（大正11年法律第71号）第132条又は第133条による破産の申立てを含む。）

がなされていない者であること（破産者で復権を得た場合を除く。）。 

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に基づく更生手続き開始の申立てをして

いない者又は申立てがなされていない者であること（再生計画認可の決定がなされた場合

を除く。）。 

（７）大府市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（８）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員（同条第６号

に規定する暴力団員をいう。）の利益につながる活動を行う者若しくはこれらと密接な関係



3 
 

を有する者でないこと。 

（９）市勢要覧及び市制周年記念映像の制作業務又は類似業務の受託実績を有するものである

こと。 

 

５ 選定日程 

  選定スケジュールは表のとおりとする。 

日  程 内   容 

令和６年 ５月８日（水） 
プロポーザル実施公告、プロポーザル実施要領等の配付 

提出書類に関する質疑書の受付開始 

 ５月 17 日（金） 提出書類に関する質疑書の受付期限 

 ５月 21 日（火） 提出書類に関する質疑書に対する回答 

 ５月 24 日（金） 参加表明書等の提出期限 

 ５月 31 日（金） 企画提案書等の提出期限 

 ６月 11 日（火） プレゼンテーション審査・優先交渉権者の選定 

 ６月 14 日（金） 指名資格審査委員会 

 ６月 18 日（火） 審査結果通知 

 ６月 19 日（水） 委託契約の締結 

 
６ プロポーザル手続き等 

（１）提出書類に関する質疑書の受付及び回答 

提出書類に関する質疑の受付及び回答を以下のとおり実施するものとし、電話等による

質問には一切応じない。なお、事務局が必要と認めた場合は、質疑について直接ヒアリン

グを行うことがある。 

提出期限 令和６年５月 17日（金） 午後５時まで 

提出要領 
【様式１】「提出書類に関する質疑書」に質問を記入し、事務局に電子メー

ルで送信すること。送信後に電話で着信確認を行うこと。 

メールタイトル 【市勢要覧及び記念映像制作業務 質問】会社名 

添付ファイル名 （会社名）提出書類に関する質疑書 

回答の方法 

令和６年５月21日（火） 午後５時までに、電子メールで質問者に回答する

とともに、大府市公式ウェブサイトに回答書を掲載する。なお、質問が無か

った場合は、大府市公式ウェブサイトに掲載しない。 

 
（２）参加表明書等の提出 

参加申込者は、以下の要領に従って参加表明書を提出すること。参加資格の基準日は、

参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格の確認後から優先交渉権者の決定の日まで

の間に参加資格に関する要件を欠く事態が生じた場合は、失格とする。 



4 
 

提出期限 令和６年５月 24日（金） 午後４時まで 

提出要領 

参加申込者が、提出書類欄に明記した参加表明書を事務局へ郵送（書留に限

る。期限までに必着のこと。）又は持参により提出する。 

持参する場合は、午前９時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時ま

で並びに期間中の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日（以下「祝日」と総称する。）を除く。）とする。

なお、電子メール、FAXによる提出は認めない。 

提出部数 １部 

提出書類 

① 参加表明書【様式２】 

② 参加資格に関する申立書【様式３】 

③ 会社概要書【様式４】 

④ 業務実績書【様式５】 

※ 過去に制作した市勢要覧と映像作品を添付すること。（各２種類まで） 

その他 
・提出時には、身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）の提示を求

める場合がある。 

 

（３）企画提案書等の提出 

参加表明者は、以下に従って本業務に対する提案内容を記載した企画提案書及び見積書

（以下「企画提案書等」という。）を提出すること。なお、作成にあたっては、別添「企

画提案書等の作成要領」のとおりとする。企画提案書等は、１事業者につき１提案とする。 

提出期限 令和６年５月 31日（金） 午後４時まで 

提出要領 

参加表明者が、企画提案書等を事務局へ午前９時から午後４時まで（ただし、

正午から午後１時まで並びに期間中の日曜日、土曜日及び祝日を除く。）に、

持参により提出する。なお、郵送、電子メール、FAXによる提出は認めない。 

提出部数 
10部（様式はＡ４縦長・横書きを原則とするが、Ａ３を折り込みＡ４サイズ

にすることも可とする。文字は見やすいフォントで作成すること） 

提出書類 

① 企画提案書表紙【様式６】 

② 業務実施体制調書【様式７】 

③ 業務工程表【任意様式】（打合せ、撮影回数の目安を記入すること） 

④ 企画提案書【任意様式】 

⑤ イメージ見本（市勢要覧：８頁以下、キャッチコピー：１案、広告フラッ

グデザイン：１案、映像：１分以内）【任意様式】 

        ※実際に製作を担当する者による資料とすること。 

⑥ 見積書【様式８】※社印を押したもの1枚でよい。 

⑦ 公的機関からの証明の写し（地域精通度及び地域貢献度に関する事項に該
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当する場合） 

⑧ 電子データ【ＣＤ－Ｒ】※１枚でよい。 

ヒアリング等 プレゼンテーションの詳細については、別途参加表明者に通知する。 

結果の通知 
令和６年６月18日（火）に参加表明者に書面（【様式９】又は【様式10】審

査結果通知）を発送する。また、電子メールによっても通知する。 

審査結果に対す

る説明等 

・審査の結果、優先交渉権者に選定されなかった者は、審査結果に関して質

問がある場合は、事務局に書面を持参し、説明を求めることができる。 

・審査結果に対する説明を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算し

て７日以内の午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時まで

並びに期間中の日曜日、土曜日及び休日を除く。）に行うものとする。 

その他 

・提出期限を過ぎた企画提案書等は受け付けない。 

・提出時には、身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）の提示を求

める場合がある。 

 

（４）プロポーザルの辞退 

参加表明者は企画提案書等の提出期限までは、いつでもプロポーザルを辞退することが

できる。辞退届の提出要領は以下のとおりとする。 

提出期限 令和６年５月 31日（金） 午後４時まで 

提出要領 

参加表明者が、【様式11】「辞退届」を、事務局へ午前９時から午後４時ま

で（ただし、正午から午後１時まで並びに期間中の日曜日、土曜日及び祝日

を除く。）に、持参により提出する。なお、郵送、電子メール、FAXによる提

出は認めない。 

提出書類 辞退の撤回はできない。 

 

７ プロポーザル審査委員会 

本プロポーザルにおける審査は、大府市プロポーザル方式等実施要綱（平成19年4月1日施

行）第８条に基づきプロポーザル審査委員会（以下、審査委員会）において行う。委員は６

人とし、企画広報戦略課長を委員長とする。 

 

 （委員）企画広報戦略課長、文化スポーツ交流課文化振興係長、 

地域福祉課福祉政策係主査、健康未来政策課健康都市こども政策係長、 

こども若者女性課ニュージェネ＆女性係主任、 

商工業ウェルネスバレー推進課商業観光労働係主事 
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８ 優先交渉権者の選定 

審査委員会において、企画提案書等の内容、見積書の金額及びプレゼンテーション内容を

評価し、優先交渉権者を決定する。 

（１）プレゼンテーション 

   日時／令和６年６月11日（火）※時間は、後日通知する 

   場所／大府市役所２階206・207会議室 

   内容／１社につきプレゼンテーション20分、質疑応答10分。 

   その他／会場にはプロジェクタ及びスクリーンを準備するが、提案者による持ち込みも

可とする。その場合は事前に事務局まで連絡すること。 

 

（２）審査方法及び審査基準 

   ①審査項目ごとの評価点数の合計点数（加点項目を含む。）で競う「総合評価方式」に

より行う。 

   ②最高点数提案事業者が複数ある場合は、審査委員会の議決により選定する。 

   ③評価項目及び点数配分は以下のとおりとする。 

評価項目 配点 

１ 企画構成内容評価 

  ・本業務への内容理解度 

  ・企画や情報の切り口、アイデアに創意工夫があるか 

  ・大府市の魅力を全国に発信できる内容か 

３０点 

２ 編集デザイン内容評価 

  ・イメージ見本の印象、見やすさ、読みやすさ 

  ・デザイン案の印象 

  ・イメージ映像の印象、演出効果・技術 

３０点 

３ 類似業務の成果品評価 

  ・他自治体などから受託し、納品した成果品の評価 
１０点 

４ 自主提案 

  ・本業務をより良いものにする企画やアイデアの自主提案 
１０点 

５ 業務遂行能力 

  ・業務工程は市の要望を実現できるものか 

  ・製作従事担当者は適切に配置されているか 

１５点 

６ 見積金額 ５点 

合計 １００点 
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   ④【加点項目】以下の社会貢献度に関する事項に該当する場合には、加点する。 

評価項目 
配点 

（有の場合） 

１ 健康経営優良法人の認定の有無 １点 

２ 女性活躍に関する都道府県等からの

公的機関の認証の有無（あいち女性

輝きカンパニー認証制度の認証等） 

１点 

合計 ２点 

 

（３）審査結果の通知 

    参加表明者に対して文書及び電子メールで通知する。 

 

９ その他留意事項 

（１）委託期間は、事情により変更することがある。 

（２）その他遵守事項については、地方自治法、契約規則、大府市入札者心得書、大府市委託

契約約款による。 

（３）提出資料などの作成経費、旅費などの必要経費は、参加表明者の負担とする。 

（４）提出書類の取扱い 

ア 企画提案書等の変更等の禁止 

企画提案書等の変更、差し替え及び再提出は認めない。 

イ 著作権 

企画提案書等の著作権は、参加表明者に帰属する。また、参加表明者は、企画提案書

等について本市が優先交渉権者の選定に関わる審査及び公表に使用することを承諾する

ものとする。本市は、参加表明者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しな

いものとする。なお、企画提案書等は返却しない。 

（５）資料の取扱い 

本市が提供する資料は、本市の承諾なく公表し、又は使用してはならない。 

（６）使用言語及び単位、時刻 

「提出書類の作成要領」の各様式に特別に指定するものを除くほか、プロポーザルの実

施に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定めるもの、通

貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

（７）契約を締結するまでの間に、優先交渉権者が市より指名停止の措置を受けた場合は、原

則として契約を締結しないものとする。この場合市は一切の損害賠償責任の責を負わない。 
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10 プロポーザルに関する事務局等 

本委託に関する事務局（提出書類等受付窓口）は次のとおりとする。 

事 務 局 

住  所 大府市 企画政策部 企画広報戦略課 広報広聴係 

〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地（庁舎３階） 

電話／FAX 0562-45-6214 ／ 0562-48-4808 

電子メール koho-obu@ma.medias.ne.jp 

 
 


